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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第２期

第２四半期
連結累計期間

第１期

会計期間
自 平成26年６月１日
至 平成26年11月30日

自 平成25年６月１日
至 平成26年５月31日

売上高 (千円) 5,877,898 12,509,475

経常利益 (千円) 46,661 651,065

四半期純利益又は当期純損失(△) (千円) 6,973 △41,242

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 6,798 △42,672

純資産額 (千円) 2,131,755 2,199,996

総資産額 (千円) 4,234,703 4,382,305

１株当たり四半期純利益金額
又は当期純損失金額(△)

(円) 0.90 △5.33

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 50.2 50.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 288,747 708,247

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 95,179 △157,542

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △130,639 △301,460

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,104,578 1,851,291
 

　

回次
第２期

第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年９月１日
至 平成26年11月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 6.12
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４　当社は、平成25年12月２日設立のため、前年同四半期連結累計期間に係る記載はしておりません。

５　第１期の連結財務諸表は、単独株式移転により完全子会社となった日本ＥＲＩ株式会社の連結財務諸表を引

き継いで作成しております。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

当社は平成25年12月２日に単独株式移転により日本ＥＲＩ株式会社の完全親会社として設立されましたが、連結の

範囲については、それまでの日本ＥＲＩ株式会社の連結の範囲と実質的な変更はありません。以下の記述において

は、前年同四半期と比較を行っている項目については日本ＥＲＩ株式会社の平成26年５月期第２四半期連結累計期間

（平成25年６月１日から平成25年11月30日まで）との比較を行っております。

 

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費増税に伴う駆け込み需要の反動がみられるものの、政府

による各種経済対策及び日本銀行による大規模な金融緩和を背景に、雇用・所得環境が改善し個人消費が底堅く推

移するなど緩やかな回復基調となりました。しかしながら、消費者マインドの低下、アメリカの金融緩和縮小によ

る影響、ヨーロッパ、中国やその他新興国経済の動向、地政学的リスクなど、不確実性は依然としてあり、引き続

き先行きがやや不透明な状況で推移しました。

建築・住宅業界においては、新設住宅着工戸数は、消費増税に伴う駆け込み需要の反動による影響の長期化に加

え労務費・資材の高騰や技術者不足等により大幅に落ち込んだ状況で推移しました。非住宅の建設投資については

比較的底堅く推移しました。

このような情勢の下、当社グループは新築住宅の分野においては、確認検査業務、住宅性能評価業務、住宅瑕疵

担保責任保険の検査業務、長期優良住宅技術的審査業務などをワンストップで遂行すること及び全国ネットワーク

体制の強化により、他機関との差別化を図り、また、当社グループのコア事業である確認検査業務の収益力を高め

るために、大型建築物の受注強化を積極的に推進することを課題として取り組んでまいりました。また、建築物の

耐震化、省エネ化、ストック活用に資する既存建築物の遵法性調査等への取り組みなど、新たな需要を的確に捉え

て、当社グループの相乗効果を発揮し、業績の向上に努めてまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、確認検査事業、住宅性能評価及び関連事業、その他事業の全て

の事業において減収となり、売上高は前年同期比8.6％減の5,877百万円となりました。営業費用は、業務委託費等

の経費削減に努め、大型建築物の減少に伴う適合性判定手数料も減少しましたが、固定費である人件費の占める割

合が大きいため小幅な減少にとどまり前年同期比1.6％減の5,863百万円となりました。その結果、営業利益は前年

同期比97.0％減の14百万円、経常利益は前年同期比90.4％減の46百万円、四半期純利益は6百万円（前年同期は、提

訴されていた訴訟に関する和解金665百万円を訴訟関連損失に計上したこと等により、四半期純損失194百万円）と

なりました。
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セグメントの状況は次のとおりであります。

（確認検査事業）

消費増税に伴う駆け込み需要の反動による影響の長期化により、住宅関連業務の売上が大幅に減少した結果、売

上高は前年同期比7.2％減の3,536百万円となり、営業損失は57百万円(前年同期は営業利益218百万円)となりまし

た。

（住宅性能評価及び関連事業）

住宅性能評価業務及び長期優良住宅技術的審査業務は、消費増税に伴う駆け込み需要の反動による影響の長期化

により戸建関連業務の売上が減少し、また、労務費・資材の高騰や技術者不足等により共同住宅関連業務の売上が

減少した結果、売上高は前年同期比15.7％減の1,315百万円となり、営業利益は前年同期比96.4％減の6百万円とな

りました。

（その他）

既存建築物の遵法性調査等のソリューション業務が拡大したものの、住宅瑕疵担保責任保険の検査業務等が低調

であったため、売上高は前年同期比3.3％減の1,025百万円となり、営業利益は前年同期比14.4％減の65百万円とな

りました。

 

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ147百万円減少し4,234百万円となり

ました。これは、流動資産が5百万円、固定資産が141百万円減少したことによるものであります。

流動資産の減少は、現金及び預金の増加253百万円、売掛金の増加61百万円等があったものの、その他の減少335

百万円等によるものであり、固定資産の減少は、投資有価証券の減少100百万円、差入保証金の減少41百万円等によ

るものであります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ79百万円減少し2,102百万円となりました。これは、未払法人税等

の増加47百万円等があったものの、未払金の減少83百万円、長期借入金の減少50百万円等によるものであります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ68百万円減少し2,131百万円となりました。これは「従業員持株

会信託型ＥＳＯＰ」に伴う自己株式の売却による自己株式の減少による増加58百万円があったものの、利益剰余金

の減少126百万円等によるものであります。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ253百万円増加し

2,104百万円（前年同四半期末の残高は2,258百万円）となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは288百万円の収入（前年同期は861百万円の収入）となりました。これは未

払金の減少65百万円、売上債権の増加61百万円等があったものの、法人税等の支払額又は還付額332百万円、税金等

調整前四半期純利益46百万円等による収入があったことによるものであります。

 
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは95百万円の収入（前年同期は52百万円の支出）となりました。これは固定

資産の取得による支出35百万円があったものの、有価証券の償還による収入100百万円、差入保証金の回収による収

入38百万円による収入があったことによるものであります。

 
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは130百万円の支出（前年同期は153百万円の支出）となりました。これは自

己株式の処分による収入50百万円があったものの、配当金の支払130百万円、長期借入金の返済による支出50百万円

による支出があったことによるものであります。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

特記すべき事項はありません。

 

(6) 従業員数

① 連結会社の状況

当第２四半期連結累計期間において、連結会社の従業員数の著しい増減はありません。

 
② 提出会社の状況

当第２四半期連結累計期において、連結子会社である日本ＥＲＩ株式会社からの出向者により13名増加しており

ます。

平成26年11月30日現在

セグメントの名称 従業員数(人)

全社(共通) 15 (６)

合計 15 (６)
 

(注) １　従業員数は就業人員（当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含んでおります。）であ

り、臨時雇用者（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。）の平均人員数を（ ）内に記載

しております。

２　全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。

 

(7) 生産、受注及び販売の実績

当第２四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

 

(8) 主要な設備

当第２四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画

の著しい変更はありません。

 

(9) 経営者の問題認識と今後の方針について

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの経営者の問題認識と今後の方針について重要な変更はあり

ません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 28,500,000

計 28,500,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年12月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 7,832,400 7,832,400
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株
であります。

計 7,832,400 7,832,400 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高

（千円)

平成26年９月１日～
平成26年11月30日

― 7,832,400 ― 992,784 ― 26,304
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(6) 【大株主の状況】

平成26年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ＥＲＩホールディングス従業員
持株会

東京都港区赤坂８―５―26 634,800 8.1

鈴　木　崇　英 東京都世田谷区 626,000 8.0

ノーザン トラスト カンパニー
エイブイエフシー リ フィデリ
ティ ファンズ
（常任代理人 香港上海銀行
 東京支店）

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14
5NT,UK
（東京都中央区日本橋三丁目11番１号）

452,300 5.8

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田３―３―５ 351,000 4.5

パナホーム株式会社 大阪府豊中市新千里西町１―１―４ 351,000 4.5

三井ホーム株式会社 東京都新宿区西新宿２―１―１ 351,000 4.5

積水化学工業株式会社 大阪府大阪市北区西天満２―４―４ 351,000 4.5

ミサワホーム株式会社 東京都新宿区西新宿２－４－１ 351,000 4.5

あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社

東京都渋谷区恵比寿１―28―１ 240,000 3.1

中　澤　芳　樹 東京都世田谷区 234,400 3.0

計 ― 3,942,500 50.3
 

 

また、エフエムアール エルエルシーから平成26年６月20日付で提出された大量保有報告書により、平成26年６月13日現

在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株

式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

エフエムアール エルエルシー
米国 02210 マサチューセッツ州 ボストン、
サマー・ストリート 245

417,500 5.3
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成26年11月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
 普通株式
       7,831,500

          78,315 ―

単元未満株式
 普通株式
             900

― ―

発行済株式総数        7,832,400 ― ―

総株主の議決権 ―           78,315 ―
 

(注) 「従業員持株会信託型ＥＳＯＰ」制度の信託財産として所有する株式88,500株(議決権の数885個)につきまし

　　ては、「完全議決権株式(その他)」欄に含めて表示しております。

 
② 【自己株式等】

  平成26年11月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
 

(注) 「従業員持株会信託型ＥＳＯＰ」制度の信託財産として所有する株式88,500株につきましては、上記の自己株式

等に含まれておりませんが、会計処理上は当社と持株会信託を一体としていることから、四半期連結貸借対照表に

おいては自己株式として処理をしております。　 　 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

(1) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

(2) 当社は平成25年12月２日に単独株式移転により設立されたため、前年同四半期との対比は行っておりません。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成26年９月１日から平成

26年11月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年６月１日から平成26年11月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年５月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,851,892 2,105,179

  売掛金 486,888 548,770

  有価証券 100,020 100,004

  仕掛品 339,177 356,038

  繰延税金資産 170,934 168,637

  その他 424,434 88,749

  貸倒引当金 △565 △281

  流動資産合計 3,372,784 3,367,098

 固定資産   

  有形固定資産 123,440 121,318

  無形固定資産 110,134 101,364

  投資その他の資産   

   投資有価証券 100,006 -

   差入保証金 444,951 403,229

   供託金 135,000 135,000

   繰延税金資産 39,699 40,241

   その他 56,505 66,570

   貸倒引当金 △218 △118

   投資その他の資産合計 775,945 644,922

  固定資産合計 1,009,520 867,605

 資産合計 4,382,305 4,234,703
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年５月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

負債の部   

 流動負債   

  未払金 287,275 204,125

  未払費用 593,629 593,512

  未払法人税等 4,681 52,667

  前受金 707,308 677,241

  その他 175,568 210,477

  流動負債合計 1,768,463 1,738,024

 固定負債   

  長期借入金 185,808 135,498

  退職給付に係る負債 104,977 106,365

  長期未払金 123,060 123,060

  固定負債合計 413,845 364,923

 負債合計 2,182,308 2,102,948

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 992,784 992,784

  資本剰余金 26,304 26,304

  利益剰余金 1,349,091 1,222,915

  自己株式 △173,230 △115,120

  株主資本合計 2,194,949 2,126,883

 少数株主持分 5,046 4,871

 純資産合計 2,199,996 2,131,755

負債純資産合計 4,382,305 4,234,703
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

          (単位：千円)

          当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成26年11月30日)

売上高 5,877,898

売上原価 4,513,520

売上総利益 1,364,378

販売費及び一般管理費 ※  1,350,022

営業利益 14,355

営業外収益  

 受取利息 1,142

 保険配当金 7,680

 受取手数料 1,231

 受取保険金 19,852

 雑収入 3,314

 営業外収益合計 33,221

営業外費用  

 支払利息 797

 雑損失 117

 営業外費用合計 915

経常利益 46,661

税金等調整前四半期純利益 46,661

法人税、住民税及び事業税 38,108

法人税等調整額 1,755

法人税等合計 39,863

少数株主損益調整前四半期純利益 6,798

少数株主損失（△） △174

四半期純利益 6,973
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

          (単位：千円)

          当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成26年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 6,798

その他の包括利益  

 その他の包括利益合計 ―

四半期包括利益 6,798

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 6,973

 少数株主に係る四半期包括利益 △174
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

          (単位：千円)

          当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成26年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前四半期純利益 46,661

 減価償却費 32,306

 受取利息 △1,142

 支払利息 797

 受取保険金 △19,852

 売上債権の増減額（△は増加） △61,683

 たな卸資産の増減額（△は増加） △16,860

 未払金の増減額（△は減少） △65,466

 未払費用の増減額（△は減少） △117

 前受金の増減額（△は減少） △30,066

 その他 52,364

 小計 △63,058

 利息及び配当金の受取額 1,171

 利息の支払額 △1,728

 保険金の受取額 19,852

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 332,509

 営業活動によるキャッシュ・フロー 288,747

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有価証券の償還による収入 100,000

 固定資産の取得による支出 △35,998

 差入保証金の差入による支出 △107

 差入保証金の回収による収入 38,130

 その他 △6,845

 投資活動によるキャッシュ・フロー 95,179

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 長期借入金の返済による支出 △50,309

 配当金の支払額 △130,456

 自己株式の処分による収入 50,126

 財務活動によるキャッシュ・フロー △130,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 253,286

現金及び現金同等物の期首残高 1,851,291

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,104,578
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

　

(会計方針の変更等)

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年６月１日　至　平成26年11月30日）

（会計方針の変更)

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱いの適用）

「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成

25年12月25日）を第１四半期連結会計期間より適用し、当社から信託へ自己株式を処分した時点で処分差額を認

識し、信託から従業員持株会に売却された株式に係る売却差損益、信託が保有する株式に対する当社からの配当

金及び信託に関する諸費用の純額を資産又は負債に計上しております。

　なお、当該会計方針の変更による影響はありません。
 

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

　

(追加情報)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日 至 平成26年11月30日)

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

　当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行ってお

ります。

(1) 取引の概要

当社子会社である日本ＥＲＩ株式会社は、平成25年10月８日開催の取締役会の決議により、従業員持株会を

活用した中長期的な企業価値向上と、福利厚生の拡充を目的としたインセンティブ・プランとして、「従業員

持株会信託型ＥＳＯＰ」（以下、「本制度」といいます。）を導入しました。平成25年12月２日付の単独株式

移転による持株会社設立に伴い、運営主体を当社に変更するとともに現物配当によりＥＳＯＰ信託財産が当社

に移管されました。

　本制度では、当社が「ＥＲＩホールディングス従業員持株会」（以下、「持株会」といいます。）に加入す

る全ての従業員のうち、一定の要件を充足する者を受益者とする信託（以下、「持株会信託」といいます。）

を設定し、持株会信託は導入後約２年半にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、銀行から取

得資金の借入を行ったうえで、株式市場から予め取得します。その後、持株会信託は持株会が定期的に行う当

社株式の取得に際して、当社株式を持株会に売却していきます。持株会に対する当社株式の売却を通じて売却

益相当額が累積した場合には、これを残余財産として受益者要件を充足する従業員に対して分配します。

　なお、当社は、持株会信託が当社株式を取得するための借入に対して補償を行うため、当社株価の下落によ

り、持株会信託が借入債務を完済できなかった場合には、当社が借入先銀行に対して残存債務を弁済するた

め、従業員への追加負担はありません。

(2) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平

成25年12月25日）を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。

(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項

①　信託における帳簿価額は前連結会計年度末173,160千円、当第２四半期連結会計期間末115,050千円であり

ます。信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。

②　期末株式数は当第２四半期連結会計期間末88,500株であり、期中平均株式数は、当第２四半期連結累計期

間111,075株であります。期末株式数及び期中平均株式数は、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式

に含めております。
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(四半期連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度

（平成26年５月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成26年11月30日）

偶発債務
 (重要な訴訟事件)
　平成24年４月13日付にて、株式会社日本リートから
控訴を提起されていた、当社の連結子会社である日本
ＥＲＩ株式会社に対する損害賠償請求訴訟について、
平成26年４月22日に大阪高等裁判所より、損害賠償金
147,643千円及びこれに対する遅延損害金（平成25年２
月１日から支払済みまで年６分の割合による金員）の
支払いを命ずる判決を受けました。
　当社といたしましては、当該損害賠償請求を受ける
べき理由は無いものと考えており、裁判でその正当性
を主張し解決を図っていく方針の下、平成26年４月25
日に最高裁判所へ上告及び上告受理の申立てをしてお
ります。
　なお、当該判決には仮執行宣言が付されており、強
制執行停止のため、平成26年４月25日に135,000千円を
供託しております。

偶発債務
 (重要な訴訟事件)

同左

 

　

(四半期連結損益計算書関係)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　

 
当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
至 平成26年11月30日)

給与手当 518,365千円

退職給付費用 21,045 〃
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　

 
当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
至 平成26年11月30日)

現金及び預金 2,105,179千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △601 〃

現金及び現金同等物 2,104,578千円
 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年６月１日 至 平成26年11月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年７月８日
取締役会

普通株式 133,149 17 平成26年５月31日 平成26年７月31日 利益剰余金
 

(注) 配当金の総額には、持株会信託に対する配当金2,264千円が含まれております。

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年12月26日
取締役会

普通株式 133,149 17 平成26年11月30日 平成27年１月30日 利益剰余金
 

(注) 配当金の総額には、持株会信託に対する配当金1,504千円が含まれております。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

 当第２四半期連結累計期間(自 平成26年６月１日 至 平成26年11月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

確認検査
事業

住宅性能
評価及び
関連事業

計

売上高        

  外部顧客への売上高 3,536,350 1,315,751 4,852,102 1,025,796 5,877,898 ― 5,877,898

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

― ― ― 33,411 33,411 △33,411 ―

計 3,536,350 1,315,751 4,852,102 1,059,207 5,911,309 △33,411 5,877,898

セグメント利益又は
損失(△)

△57,683 6,456 △51,227 65,582 14,355 ― 14,355
 

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、住宅金融支援機構融資住宅の審

査・適合証明、超高層建築物の構造評定、一定規模以上の建築物の構造計算適合性判定、住宅瑕疵担保責任

保険の検査、共同住宅の音環境評価、土壌汚染調査、不動産取引等におけるデューデリジェンス（調査）や

インスペクション（検査）、建築資金支払管理、子会社である株式会社東京建築検査機構における事業など

が含まれております。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

(金融商品関係)

金融商品は、企業集団の事業の運営において重要性が乏しいため、注記を省略しております。　

 

(有価証券関係)

有価証券は、企業集団の事業の運営において重要性が乏しいため、注記を省略しております。　

 

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。　
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
至 平成26年11月30日)

　１株当たり四半期純利益金額 90銭

   (算定上の基礎)  

   四半期純利益金額(千円) 6,973

   普通株主に帰属しない金額(千円) ―

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 6,973

   普通株式の期中平均株式数(株) 7,721,242
 

(注)１　当第２四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

２　株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益金

額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は当第２四半期連結累計期

間111,075株であります。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

（剰余金の配当)　

第２期(平成26年６月１日から平成27年５月31日まで）中間配当については、平成26年12月26日開催の取締役会に

おいて、平成26年11月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしまし

た。

①　配当金の総額                               133,149千円

②　１株当たりの金額      　                     17円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成27年１月30日

 

（重要な訴訟事件等)　

当社の連結子会社である日本ＥＲＩ株式会社（以下、「日本ＥＲＩ」といいます。）は以下の事案で係争中であ

ります。

①平成21年11月５日、有限会社クレールベイサイドイタリア村（現株式会社クレールコーポレーション。以下、

「クレール社」といいます。）から提訴されていた、日本ＥＲＩ他、設計事務所２社、建設会社２社、及びインテ

リア会社１社を被告とする損害賠償請求について、名古屋地方裁判所は、平成25年11月26日、日本ＥＲＩに対する

請求は全て棄却しました。クレール社は当該判決を不服として、平成25年12月11日、日本ＥＲＩに対し控訴を提起

（請求金額２億円及びこれに対する平成21年11月13日から支払済みまで年５分の割合の金員）、現在、名古屋高等

裁判所において係争中であります。

②平成22年６月22日、医療法人ワカサ会から、日本ＥＲＩ他、設計・監理会社１社、建設会社１社を被告とする損

害賠償請求（請求金額20億3,921万6,822円及び内金20億1,921万6,822円に対する訴状送達の日の翌日から支払済み

まで年５分の割合の金員）を広島地方裁判所において提訴され、現在係争中であります。

③平成21年４月27日、株式会社日本リートから提訴されていた、日本ＥＲＩ、設計事務所及び建築士等を被告とす

る損害賠償請求訴訟について、大阪地方裁判所は、平成24年３月29日、日本ＥＲＩに対する請求は全て棄却しまし

た。株式会社日本リートは当該判決を不服として、平成24年４月13日、日本ＥＲＩに対し控訴を提起（請求金額４

億7,790万1,063円及びこれに対する平成21年６月４日から支払済みまで年５分の割合の金員）していましたが、大

阪高等裁判所は平成26年４月22日、日本ＥＲＩに対し、株式会社日本リートへ１億4,764万3,183円及びこれに対す

る平成25年２月１日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払うように命じ、その余の請求を棄却しまし

た。日本ＥＲＩは当該判決を不服として、平成26年４月25日、最高裁判所に対し、上告の提起及び上告受理の申立

てを行っており、現在係争中であります。

 

当社といたしましては、いずれの訴訟においても当該損害賠償請求を受けるべき理由は無いものと考えており、

裁判でその正当性を主張し解決を図っていく方針であります。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年12月26日

ＥＲＩホールディングス株式会社

取締役会　御中

　

有限責任 あずさ監査法人
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   池　　谷　　修　　一   印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   佐　久　間　 清　光   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＥＲＩホール

ディングス株式会社の平成26年６月１日から平成27年５月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成26

年９月１日から平成26年11月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年６月１日から平成26年11月30日まで）

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、

四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＥＲＩホールディングス株式会社及び連結子会社の平成26年11月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

　
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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